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料率改定時の⾃賠審を１回に変更した場合の流れと変更プロセス案

損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
に
よ
る

基
準
料
率
検
証

毎
年

（料率改定なし）
⾃賠責保険審議会にて料率検証結果の報告（従来通り）

（料率改定）

自
賠
審
（※

１
）

に
て
基
準
料
率
改

定
の
必
要
性
を

審
議

料
率
機
構
が
新
た
な

基
準
料
率
を
算
出
、

金
融
庁
に
届
出

保
険
会
社
が
新
保

険
料
率
使
用
開
始

自
賠
審
（※

２
）

に
諮
問
・
答
申

保
険
会
社
が
新
た
な

基
準
料
率
使
用
を

金
融
庁
に
届
出

根
拠
法
令
：
自
賠

法
第
33
条
第
１
項

• これまで、基準料率の改定を⾏う際には、基準料率改定の必要性に関する⾃賠審（※１）での審議の後、
具体的な料率改定の内容について審議する２回⽬の⾃賠審（※２）を同じ年度内に開催するという形式
を取ってきた。

• 来年度以降の⾃賠審については、 「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2022」を踏まえ、
 従来２回に分けていた料率検証結果の報告と新料率の決定を原則１度の⾃賠審でまとめて⾏い、
 料率改定がない年には、従来通り、料率検証結果の報告の場として、審議会を開催する

こととしたい。
〇「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2022 新しい資本主義へ〜課題解決を成⻑のエンジンに変え、持続可能な経済を実現〜」（⾻太⽅針2022）
（令和４年６⽉７⽇閣議決定）抜粋
国家公務員について、既存業務の廃⽌・効率化、職場のデジタル環境整備、勤務形態の柔軟化などを通じた働き⽅改⾰を⼀層推進するとともに、

採⽤試験の受験者拡⼤やデジタル⼈材を含めた中途採⽤の円滑化、リスキリングなど⼈材の確保・育成策に戦略的に取り組む。

従来
議事（１回目）
・料率検証結果の報告
・改定要否の検討

議事（２回目）
・改定案についての議論
・新料率の決定

変更後 実施無し

１回に変更後の議事
・料率検証結果の報告
・改定要否及び改定案に
ついての議論
・新料率の決定


